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はじめに 

 

 呉市いじめ問題等調査委員会（以下「委員会」という。）は、令和４年４月２８日

付にて呉市教育委員会より呉市立安浦中学校におけるいじめ問題等事案についての

調査・報告の依頼を受けました。委員会の目的は、呉市立安浦中学校で発生したい

じめ問題等事案における事実関係を明確にするための調査を実施することです。委

員会は、公平・中立の観点から調査を行い、議論を重ねました。 

 本報告書は４つの構成でできています。第１は、委員会における調査及び会議の

経過を表しました。第２は、委員会が検討のうえ認定したいじめ問題等事案の事実

について述べ、第３に、本件における学校の対応上の問題点を指摘しました。第４

では、学校の対応上の問題点について委員会からの意見を載せました。 

 今回の調査に当たっては、学校及び呉市教育委員会には数多くの資料や記録等の

提出や調査を依頼し、また数多くの関係者にはたくさんの協力を依頼しました。協

力していただいた皆さんに心より感謝いたします。 

 

呉市いじめ問題等調査委員会 

委員長  向 笠 章 子 
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第１ 委員会の調査及び会議 

１ 委員会の設置経緯 

呉市いじめ問題等調査委員会は、いじめ防止対策推進法（以下「法」とい

う。）を受けて制定された呉市いじめ問題等調査委員会条例（以下「条例」

という。）に基づいて設置された呉市教育委員会の附属機関である。 

 令和４年３月、条例が一部改正され、調査対象となる事態として、いじめ

の重大事態以外の学校管理下における様々な事故や自殺が疑われる死亡事故

など、市が設置する小学校、中学校等に在籍する「児童等の生命、心身又は

財産に重大な被害が生じた事態であって、呉市教育委員会が調査委員会によ

る調査が必要と認めるもの」が追加された（条例第２条第２号）。 

委員会は、令和４年４月２８日付にて呉市教育委員会から「呉市いじめ問

題等調査委員会条例第２条第２号の調査の実施について（依頼）」と題する

書面（添付資料）のとおり、「令和３年１月１９日（火）午前８時頃、ＪＲ呉

線の踏切において生徒が列車に接触し、その後死亡が確認された」とする事態

につき、当該生徒が通う呉市立安浦中学校において発生した可能性があるいじ

め問題等事案及び条例第２条第２号に規定する事態に関する調査及び報告の依

頼を受けた。 

かかる依頼のあった調査事項の内容については、事項１が「当該生徒の学校

生活において、自殺につながるような出来事があったのか」であり、事項２が

「その出来事と当該生徒の死との因果関係はあるのか」である。 

この報告書は、上記依頼を受けて、上記の事態に関連する事実経緯と学校

が行った対応について調査し、加えて、今後の本件に類似する事態の再発を

防止すべく、学校が行った対応に関して委員会の意見を示すものである。 
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２ 委員会の構成 

委員会は、以下のとおり委員会委員５名により調査及び審議に当たった。 

区  分 

任期／委員名 

令和２年７月１日～ 

令和４年６月３０日 

令和４年７月１日～ 

令和６年６月３０日 

学 識 経 験 者 向 笠 章 子 向 笠 章 子 

弁 護 士 相 原 新太郎 平 元 陽 亮 

医 師 寺 本 勝 哉 水 馬 裕 子 

臨 床 心 理 士 新 宅 千絵子 新 宅 千絵子 

社 会 福 祉 士 二 川 英 二 二 川 英 二 

 

３ 委員会会議の経過 

委員会の調査及び会議の日程とその概要は、以下のとおりである。 

日付 会議 協議事項 

令和４年 

４月２８日 
第１回 

・ 事務局により事案に係る説明 

・ 事案に係るこれまでの取組についての報告 

・ 今後のスケジュールについて 

令和４年 

５月２４日 
面談 ・ 遺族との面談 

令和４年 

６月２３日 
第２回 

・ 遺族との面談結果についての報告 

・ 今後の日程について 

令和４年 

８月３０日 
面接 ・ 遺族との面接 

令和４年 

９月１５日 
第３回 

・ 調査方法の協議等 

・ 今後の協議の方向性、日程について 
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令和４年 

９月２７日 
第４回 

・ 調査方法の協議等 

・ 資料の精査 

・ 今後の協議の方向性、日程について 

令和４年 

１０月４日 
第５回 

・ 調査方法の協議等 

・ 協議内容の確認等 

・ 資料の精査 

令和４年 

１０月１３日 
第６回 

・ 調査方法の協議等 

・ 各委員が整理した資料の確認 

・ 今後の協議の方向性 

令和４年 

１０月１８日 
第７回 

・ 事務局から提出された資料の確認 

・ 調査方法の協議等 

・ 今後の協議の方向性 

令和４年 

１１月１７日 
第８回 

・ 事務局から提出された資料の確認 

・ 調査方法の協議等 

・ 報告書の作成について 

・ 今後の協議の方向性 

令和４年 

１２月６日 
第９回 

・ 調査方法の協議等 

・ 今後の協議の方向性 

令和４年 

１２月１５日 
第１０回 

・ アンケートの精査 

・ 調査報告書の作成についての協議 

令和５年 

１月１２日 
第１１回 ・ 調査報告書の作成についての協議 

令和５年 

１月３１日 
第１２回 ・ 調査報告書の作成についての協議 

令和５年 

２月９日 
第１３回 ・ 調査報告書の作成についての協議 

令和５年 

２月２１日 
第１４回 ・ 調査報告書の作成についての協議 
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令和５年 

３月９日 
第１５回 ・ 調査報告書の作成についての協議 

令和５年 

３月２３日 
第１６回 

・ 調査報告書の作成についての協議 

・ 遺族から提出された動画資料の視聴及び検討 

令和５年 

４月２０日 
第１回 ・ 調査報告書の作成についての協議 

令和５年 

４月２７日 
第２回 ・ 調査報告書の作成についての協議 

令和５年 

５月１６日 
第３回 ・ 調査報告書の作成についての協議 

令和５年 

６月８日 
第４回 ・ 調査報告書の作成についての協議 

 

４ 委員会による調査の内容 

(1) 調査検討の対象とした事実について 

調査依頼事項１の「当該生徒の学校生活において、自殺につながるような   

出来事があったのか。」を協議検討するにあたって、本件いじめ問題等事案

における当該生徒の家族からの申出内容を主として、学校関係者が把握する

当該生徒を巡る中学校入学時からの経緯を把握するに努め、調査を開始した

ところ、いじめ問題等事案として検討対象とすべき大枠の事実として以下の

３点の事実の有無及び具体的な経緯を中心に据え、詳細な調査検討を加える

ことにした。 

   ① 令和２年７月２１日に当該生徒が便失禁したことについてのからかい

や中傷がなされた経緯等 

   ② 令和２年１１月頃からの当該生徒の宿題や提出物の遅れを再三言い立

てられ、当該生徒が仲間外れにされた経緯等 
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   ③ 令和２年１１月～令和３年１月にかけて当該生徒と一部の生徒との間

に諍いが生じ、一部の生徒が当該生徒の兄に対して「（当該生徒が）自殺

したらいいのに」に類する発言をし、その発言が当該生徒に伝わった経緯

等 

(2) 調査検討に際しての聴取や資料について 

  調査検討に際しては、以下のとおり、はじめに当該生徒の家族からの事

実等の聴取を行い、そして多くの関係資料等をもとにして慎重な調査検討

を実施したものである。 

 調査検討した資料等は次のとおりである。 

※ 【市】市教委作成、【学】学校作成、【遺】遺族作成 

ア 令和３年１月 いじめアンケート保護者 

(ｱ) いじめアンケート記述【学】 

(ｲ) いじめアンケート保護者への回答状況【学】 

(ｳ) いじめアンケート等の保護者対応について【学】 

(ｴ) いじめアンケートに対する回答（個人）【学】 

イ 令和３年３月 アンケートと聞き取りの協力     

(ｱ) 鑑【市】 

(ｲ) アンケート内容【市】 

(ｳ) 関係生徒への聞き取り体制【学】 

(ｴ) 承諾書・アンケートの状況【学】 

ウ 令和３年３月 生徒への聞き取り【市】 

エ 令和４年７月  教職員聞き取り【市】 

オ 令和４年８月  関係生徒聞き取り【市】 

カ 遺族面談記録【市】 
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キ 遺族電話【市】 

ク 令和３年１２月 １２月１２日の件について【学】 

ケ ＬＩＮＥの画像【市】 

コ 事故前後における事案の時系列【市】  

サ 令和元年度いじめアンケート【学】 

シ 遺族から提供された動画の本文【遺】 

ス ＳＯＳの出し方に関する教育に係る資料〔全般〕【市】 

セ ＳＯＳの出し方に関する教育に係る資料〔令和４年度〕【市】 

ソ ＳＯＳの出し方に関する教育に係る資料〔令和４年度安浦中〕【学】 

 

第２ 委員会が認定した事実 

 １ 法と条例における「いじめ」について 

   委員会が調査すべきいじめ問題等事案にかかる「いじめ」とは、法２条に

よって「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該

児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を

与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当

該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義されて

いる。 

   そして、いじめ問題等事案に対する国の基本方針がまとめられた「いじめ

の防止等のための基本的な方針」（以下「国の基本方針」という。）第１の

項の５項においては、「個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、

表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立つことが

必要である。この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象

となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、『心身の苦痛を感じて

いるもの』との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要
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である」として「いじめ」の該当性にかかる判断の指針を示している。 

   こうした法及び国の基本方針からすれば、被害を受けた当該児童生徒と

「一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える

行為」が認められる場合、一般的にいじめと考えにくい様に一見する行為で

あろうとも当該児童生徒が心身の苦痛を感じるなどの「心理的又は物理的な

影響を与える行為」であれば、限定されることなく、広く、法や条例等に規

定される「いじめ」に該当するものとして考えるべきものといえる（以上の

概念にかかる参考資料として「学校のいじめ対策と弁護士の実務（予防・初

期対応から第三者委員会まで）」青林書院１２３頁以下を参照した。）。 

   本件においても、法や条例等により明示された上記の指針に従って、まず

は「いじめ」に該当するかの視点を中心にして検討を行うことにする。 

 

２ 本件いじめ問題等事案に関係する事実（調査依頼事項１） 

本件につき調査を進め、議論及び検討を重ねた結果、本件いじめ問題等事案

おける「当該生徒の学校生活において、自殺につながるような出来事があった

のか」とする調査依頼事項１に関係性を有する事実として、委員会が認定した

事実の経緯は、以下のとおりである。 

 

  (1) 認定事実①に関して 

令和２年７月２１日に当該生徒が便失禁したことについてのからかいや 

中傷がなされた経緯等に関しては、以下の認定をする。 

令和２年７月２１日、授業後の帰りの会にて、当該生徒がズボンに大便を 

付着させていた。帰り道で、当該生徒は、他の生徒から「汚れとるよ」と声 

をかけられた。 

帰りの会が終了した放課後、３階トイレの個室に大便が付着したパンツが 

脱ぎ捨てられている状態を生徒が発見し、担任が報告を受けたが、誰の 
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パンツかは不明であった。 

翌２２日、当該生徒は胃腸炎により学校を欠席した。担任は、当該生徒の 

母親からパンツは当該生徒のものであることを確認した。教室では、上記の 

件につき、噂となった。 

数日後、当該生徒が上記の件に関し「穴があったら入りたい」と発言した。 

休憩時間などにおいて、当該生徒は、数人から、「くさい」や消臭剤の商品 

名を言い換えたような呼び方をされたり、仲間外れにされたりすることもあ 

った。 

 

(2) 認定事実②に関して 

令和２年１１月頃からの当該生徒の宿題や提出物の遅れを再三言い立てら 

れ当該生徒が仲間外れにされた経緯等に関しては、以下の認定をする。 

令和２年４月頃から、当該生徒は、宿題や提出物を忘れることがあった。 

同年１１月頃になると、宿題をしてこないことや提出物を忘れることが目に 

付くようになった。 

周囲の友人らから、宿題をするべきという当初は適当な助言がなされてい 

たものの、次第に強い言葉で、また執拗に、「ピリピリした」「激しくな 

る」「言い過ぎた」との証言があるほど、集団で、宿題をするべきという注 

意が繰り返されるようになった。さらに、宿題をしてこなかったことを理由 

にして、当該生徒が居る場から周囲の友人らが一斉に逃げるといった仲間外 

れがなされることもあった。 

試験前の休憩時間に、友人らが教科書を出して集まっている中、当該生徒 

が「（教科書を）持って来んのんだったら勉強せんでいいだろ」と言われ、 

教科書を見せてもらえなかったこともあった。 

同年１２月には、当該生徒が授業中に発言するよう教員から指名されたと 

ころ、泣き出すというできごとがあった。授業後、当該生徒は、教員に対 
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し、泣き出した理由につき、当日朝に友人らから仲間外れにされたことを打 

ち明けた。 

同月３０日には、当該生徒が所属するＬＩＮＥグループが消され、当該生 

徒とグループメンバーとの間の個人ＬＩＮＥがブロックされることもあっ 

た。 

加えて、これらの友人らのうち、一部の生徒との間で、特に関係が悪化 

し、諍いが生じた（かかる事実が以下に示す認定事実③である。）。 

 

(3) 認定事実③に関して 

令和２年１１月～令和３年１月にかけて当該生徒と一部の生徒との間に 

諍いが生じ、一部の生徒が当該生徒の兄に対して「（当該生徒が）自殺した 

らいいのに」に類する発言をし、その発言が当該生徒に伝わった経緯等につ 

いては、以下の認定をする。 

認定事実②の経過を経て、令和２年１１月頃から、当該生徒と一部の生徒 

との関係が特に悪化し、諍いが生じた。 

一部の生徒は、当初は当該生徒に宿題や提出物の締め切りを守るように、 

友人である当該生徒に注意するという正当な気持ちがあったものと思われ 

る。 

しかしながら、一部の生徒は、当初は正当な理由をもって行っていた注意 

やいわば指導であったといえども、次第に、当該生徒に対して、以下の言動 

や考えをとるに至った。 

「お前は嫌われているけん、こっちに来るな」、「人にものを借りすぎじ 

ゃろ」、「あいつ（宿題を）やっていないよ」、「強制的に（宿題を）やら 

せる」、「（宿題を忘れたときは）強制的にどかす」、「嫌われるよ」、「話 

に入ってこず、宿題しろや」、「自分で考えよう」、「毎回毎日のようによ 

く忘れていたんで、そこにそれを許せない」 



- 10 - 

 

  令和２年末頃には、一部の生徒が、当該生徒の兄に対して、当該生徒が

「自殺したらいいのに」に類する様な言葉を発し、これを兄が当該生徒に

伝えたところ、当該生徒が「いつも通りじゃけん」と答えることもあった。 

  なお、一部の生徒は、本件調査において「自殺したらいいのに」との発

言をしたことを否定しているものの、かような言葉をかけられた兄が弟で

ある当該生徒に伝えるということは余程の事態のことであると心配した

からに他ならず、また仮にこうした発言がなされていないにもかかわらず

兄が弟に発言があったものとして発言の内容を創作して伝えるというこ

と自体を容易に想定できない以上、少なくとも、こうした「自殺したらい

いのに」に類する様な発言が、一部の生徒から当該生徒の兄に対して発せ

られたと考えることが、加えて背景に上記経緯が存することからしても、

社会通念上自然な経緯であると判断するものである。 

  令和３年１月１３日、一部の生徒は、「はーん そのレベルね」との発言

とこれに沿った表情のキャラクターにより構成されたＬＩＮＥスタンプ

を、当該生徒へ送った。 

  同月１４日～１８日（１６日は土曜日、１７日は日曜日）、当該生徒

は、学校を欠席した。 

  同月１９日早朝、登校時、当該生徒と兄は、一部の生徒とすれ違ったも

のの、一部の生徒は、「話しづらい」として「下の方を見て」当該生徒と

話をしなかった。 

その後、当該生徒は、引き返して、本件事態が発生した。 

 

３ 上記認定事実と重大結果との因果関係（調査依頼事項２） 

上記認定事実を基礎とする「その出来事と当該生徒との死との因果関係は

あるのか」に関する、委員会の調査検討結果は以下のとおりである。 

まず、上記認定事実①～③については、いずれもその客観的な態様をもっ
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て、「児童等」である当該生徒が、「当該児童等が在籍する学校に在籍して

いる等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等」である一部の生徒を

含む友人らから、上記の言葉や仲間外れなどの行動、そしてＬＩＮＥグルー

プの消去、個人ＬＩＮＥのブロック、上記ＬＩＮＥスタンプの送付といった

「心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われる

ものを含む。）」を受けて「心身の苦痛を感じているもの」であって上記の

法及び条例にいう「いじめ」に該当するものと判断する。 

次に、「因果関係」についてであるが、本来「因果関係」という概念は、

一定の関連性が認められることを前提にして原因と結果にかかる帰責の有無

を分析する概念であり、一般上、科学法則上、医学上、倫理上、政治上、刑

事責任上あるいは民事責任上など、あらゆる関連性の分析を要する場におい

て、それぞれ全く別個でかつ高度に専門化された解釈を基にして帰責の有無

の判断がなされるべき前提たる概念である。 

ここで、いじめ問題等調査委員会という場においては、同委員会の立場で

判断するべき「因果関係」の解釈やその内容が具体的に明らかになっている

わけではなく、重大結果との「因果関係」の有無を分析すること自体、本来

困難であるものと言わざるを得ない。 

もっとも、本件では、調査依頼事項２として、「因果関係」の調査を求め

られている以上は、委員会の意見として以下の点を明らかにする。 

   重大結果を選択するに至った当該生徒は、認定事実①～③を主とするその

他の多くの苦悩を抱いていたものであって、個々の出来事に軽重の差はあろ

うともそれぞれの事情がいずれも絡み合い、苦悩を増幅させていったものと

考えられる。 

その中でも、特に、認定事実②から③に至っては、上記の言動や仲間外れ

など友人らとの関係が日々悪化し、一部の生徒との諍い、また直接ではない

場面もあるが当該生徒が気にする様な言葉をなげかけられ、その上で「はー
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ん そのレベルね」というＬＩＮＥスタンプを送られた直後から学校を欠席、

その後は再び学校に登校することはできないまま、本件事態発生に至ったも

のである。 

こうした認定事実①～③の内容、順序、そして本件事態に至った時期等を

含めた上記諸般の事情を総合考慮すると、上記の認定事実と重大結果との間

には関連性が認められることを否定することはできない。 

なお、「関連性」という文言を用いたのは、上記のとおり、解明するべき

「因果関係」の概念にかかる解釈ないし内容が明らかではないことから、行

為者に対する帰責の有無を判断するものではなく、あくまで委員会が原因と

結果にかかる事実的な関係性の有無を判断したことを明らかにするためであ

る。そのため、委員会の上記判断は、上記の認定事実に関係する生徒らに対

して責任を負わせる趣旨ではないことを申し添えるものである。 

 

第３ 本件いじめ問題等事案において学校が行った対応の問題 

 

 １ 認定事実①以前における当該生徒の状況  

   令和２年２月４日、早朝から当該生徒が家出し、置手紙に「友人関係にト

ラブルがあるため学校へ行きたくない」と記載していた。 

同日２２時頃、当該生徒は発見され、家出の理由を、席替えで一緒になっ

た生徒らにこそこそ話をされた、新入生説明会の準備でパソコン室に残るよ

う友人に言われて仲間外れにされたと感じた、友人と話をしている際に他の

生徒が友人を連れていき自分が避けられていると感じた、学校外にて５人で

遊ぶ話をしていた際に「４人まで」と言われて仲間外れにされたと感じた、

班替えで一緒になった女子生徒に露骨に嫌がられた、通学路が一緒の生徒に

嫌そうな表情をされた、などと話した。 

翌５日、当該生徒の母親から、校長に対し、当該生徒は精神面が弱い部分
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があり双子の兄と一緒のクラスにしてほしいとの要望がなされた。 

   学校は、母親の意向をふまえ、家出については当該生徒への指導はせず、

欠席理由も家出ではなく体調不良とした。翌６日「こそこそ話など嫌な思い

をする人もいるので、しないように」と担任が帰りの会で学級指導した。当

該生徒に対しては「家出は絶対にダメ」と指導した。兄と一緒のクラスにす

ることについては、校長から検討するとの回答があったが、当該生徒の成長

を促す意味を込めて別々のクラスにするという判断のもと、第２学年でも

別々のクラスとなった。 

 

２ 認定事実①における学校の対応 

   令和２年７月２１日に当該生徒が便失禁したことについてのからかいや中

傷がなされた経緯等に関して、担任は、当日帰りの会での教室の状況から

は、その時点で特段気がつかなかった旨を聴取の場にて報告している。 

ただし、帰りの会の場にて担任は臭気に気がつかなかったというものの、

一部の生徒が「臭い」と言い出し、「何が臭いんや」と発言したことを報告

している。 

翌２２日、当該生徒は胃腸炎を理由に欠席した。そして、担任は、上記の

３階トイレに放置されたパンツが当該生徒のものであるとする事実について

把握した。そうしたところから、同日（２２日）には担任において上記帰り

の会での一部の生徒による「臭い」との発言が、当該生徒による便失禁に起

因したものと理解できる機会があった。 

一般に、中学生は未成熟な面があることから、教室で便失禁による臭気が

他の生徒に明らかになった際に、これがいじめの契機になることについて

は、想像が容易なものということができる。実際に、いじめの契機になるこ

とを懸念して「トイレでの失敗を誰がしたとか言わないように」と２２日の

帰りの会で学級指導もされている。 
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しかしながら、上記経緯を経て当該生徒に対するいじめの契機が発生して

いるにもかかわらず、担任においては、以上のほか、特段の対応がなされた

形跡は見当たらない。 

 

 ３ 認定事実②における学校の対応  

   令和２年１１月頃からの当該生徒の宿題や提出物の遅れを再三言い立てら

れ当該生徒が仲間外れにされた経緯等に関しても、学校は結構仲の良いグル

ープ内部でのやりとりに過ぎないと軽視し、当事者間での自主的な解決に期

待して、当該生徒に配慮した対応がなされた形跡は認められない。 

 

 ４ 認定事実③における学校の対応 

   令和２年１１月～令和３年１月にかけて当該生徒と一部の生徒との間に諍

いが生じている。一部の生徒が、「お前は嫌われとるけん、こっちに来る

な」と当該生徒に発言し、それを苦に当該生徒は１２月１７日朝に登校をし

ぶって、泣いている。担任は当該生徒を放課後に呼び、そのことについて話

を聞いているが、当該生徒の「大丈夫です。」との言葉を聞いた以降、それ

以上の対応はしていない。 

また、一部の生徒が当該生徒の兄に対して「（当該生徒が）自殺したら 

いいのに。」に類する発言をしているが、その発言が当該生徒に伝わった経 

緯等に関しても、学校に対して心を開いて相談できるような環境にはなく、 

学校は把握もできず、介入もできなかった。 

当該③の事実に関しては、インターネットに関連する経緯も多く含まれ、

学校においても把握が難しい面があったことを否定することはできない。 

もっとも、当該生徒は、本件事態が生じた令和３年１月１９日の直前であ

る同月１４日～１８日（１６日は土曜日、１７日は日曜日）の間に欠席して

いる。 
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長期休暇の直後には心身が不安定になる生徒が増加することについては、

一般的に知られているところではあるが、当該生徒が正月を挟んだ冬期休暇

の直後とも言いうる１月１４日～１８日（１６日は土曜日、１７日は日曜

日）の連続欠席したことについても、学校は当該生徒が家族会議をして休む

ということは知っていたが、これに加えて特段の対応がなされた形跡は見当

たらない。 

 

 ５ 学校の対応における問題点の検討 

上記した認定事実①以前における当該生徒の状況からすると、学校におい

ても、令和２年２月に家出があり、当該生徒が明かした家出の理由からして

も学校において友人関係に悩み、疎外感を感じていたことを従前から把握さ

れていたものである。加えて、当該生徒の母親からは、当該生徒は精神面に

弱い部分があるなどの懸念事項を伝えられ、双子の兄との同一クラスに進級

することの希望も明らかにされていた。 

これに対して学校においては、結果として希望は受け入れず別クラスとし

ている。双子の兄弟を同一クラスに進級させるかについては、賛否が分かれ

る課題であり校長はその理由として当該生徒の自立を挙げているが、自立の

試練として別クラスにする時期の妥当性については、別途考慮する必要があ

ったものと考えられる。加えて、上記の家出に関連する諸事情からすれば、

学校においては当該生徒の友人関係や精神面に従前から不安があったことを

知っていたものである。家出は、自殺も含む環境への不適応のサインの１つ

でもあり、禁止（「絶対にダメ」という指導）ではなく、より安全なＳＯＳ

の出し方を伝えることが重要である。クラス分けの問題に限られず、特に慎

重な対応を求められるべき状況にあったものといえる。 

仮に当該生徒の母親から他の生徒への指導などを希望しないとの意向が示

されていたとしても、学校側としては、適宜、当該生徒への個人面談を重
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ね、他の生徒への聴取を行う、あるいは休憩時間などの生徒だけで教室で過

ごす時間に頻回に見回るなどの、少なくとも介入の機会を逸しないように見

守る必要があったものといえる。 

すなわち、本件に限らず、その時々での保護者が穏便に済ませて欲しいと

の言質をもって状況を黙認しているように外部からは見える面があったこと

は否定できず、少なくとも上記のような介入の機会を逸しないようにするな

ど、学校側の意識を変えていくべきものと考えられる。 

しかるに、上記した認定事実①以降においてすら、いじめの契機となりや

すい帰りの会前後での便失禁経緯、目立ち始めた宿題や提出物の遅れ、授業

中に突然泣き出した経緯、長期休暇後の連続欠席など、学校側が介入するべ

き出来事が幾度も生じていたというべき状況にあった。それらの際に関係生

徒への聞き取りなどを十分に行わなかった理由に関して、担任は「結構仲良

しグループなので。」と返答しており、学校全体の表面的な観察と当該生徒

の「大丈夫」という返答を言葉どおりに受け取り、当該生徒が個人名を出し

て辛さを訴えたことを軽視している。そして、個別に他の生徒に確認するこ

とで、いじめを黙認している周囲がいるということに気づく機会があったと

考えられるが、その機会を逸している。 

さらには、本件いじめ問題等事案に関係した生徒らにおいては、いわゆる

発達における特性がある生徒もいたことについて、学校側は情報を共有して

いたのだから、より注意をしながら、加えて彼らへの配慮及び支援を行うべ

き状況にもあった。 

こうした状況において、学校側において特段の対応を行った形跡が見当た

らなかった上記の状況が問題であるものと明確にせざるを得ない。 

 

第４ 本件いじめ問題等事案における学校の対応の問題点に対する委員会の意見 

現在、法や条例における「いじめ」の概念は、広く設定され、児童生徒の
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行為態様ではなく、行為を受けた側の児童生徒が心身の苦痛を受けたのか、

つまり傷ついているのかどうかを重要な判断要素としている。 

そうである以上は、学校側においても、児童生徒の行為態様だけでなく、

行為を受けた側の児童生徒が傷ついているのかどうかに対し、敏感に観察・

対応しなければならない。 

それにもかかわらず、本件では、上記のとおり特段の対応がなされた形跡

が見当たらない。例えば、現在使用しているいじめアンケート調査票におい

て、行為態様の例のみ強調されているが、いじめの定義につき改めて分かり

やすく説明されていることが望ましいであろう。そして、本人が「大丈

夫。」と言おうとも、「それはいじめの可能性がある。しっかり聞き取り対

応する責任が先生にある。」と継続して一緒に取り組む姿勢があることを示

すことが大切である。 

また、本件では、上記のとおりＬＩＮＥでのやりとりによって児童生徒の

間で感情の対立が深まった事実が認められている。ＬＩＮＥなどＳＮＳを用

いたコミュニケーションにおいては、メッセージ自体が短いことに加えて、

スタンプや絵文字といったツールやブロックなどの機能を用いることによっ

て、意図が正確に伝達されないことや誤解を招く可能性があることについて

改めて児童生徒に注意を喚起し、ＳＮＳなどの新しいコミュニケーションの

在るべき利用方法や教育方法を学校において検討を進めるべきである。 

さらには、本件における学校の対応の問題として、当該生徒において自身

が抱える悩みを学校に打ち明ける、相談し易い環境が醸成されていなかった

ことも指摘しておかなければならない。 

言うまでもなく、いじめの防止やいじめの早期発見といった対応が大切な

のであるが、多忙な学校の教員においては、これらの対応を完璧に行うこと

は現実的には困難であり、そうであれば、これを補完する準備として、児童
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生徒が相談しやすい環境づくりによるいじめ問題等事案発生の未然防止にも

注力しなければならない。 

近年、新型コロナウィルス感染拡大防止のために緊急事態宣言や臨時休校

が続いたこともあり、児童生徒がこれまでの様な十分な教育や人間関係形成

の場を与えられておらず、人知れず苦悩し、重大な事案に至るケースが全国

的に相次いでいる。 

学校側においては、改めて、重大な事案に至る児童生徒の心理・兆候など

を見逃さないよう、研修等により情報を共有し、学校内での相談しやすい環

境を整え、あるいは学校外での種々の相談窓口の案内などを具体的に周知し

ておく必要がある。 
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おわりに 

 

現在、法や条例は、「いじめ」の概念を広く設定しました。 

「いじめ」の概念を広く設定したことによって、対象となる行為態様のみを分析

するのではなく、行為を受けた側の児童生徒が心身の苦痛を感じているのかを重要

な判断要素としたのです。 

 児童生徒は年齢が若く、将来への様々な可能性が期待されている一方で、得意不

得意の分野をそれぞれが有しているように個性があります。不得意な分野をなくす

努力も大切ですが、その人のことを思っての注意・指導または善意に基づくもので

あろうとも、その場合や程度によっては「いじめ」になり得るのです。 

本件で認定されたいじめに関する事実においては、行った側のみならず、関わっ

た周囲の者全てが、善意や正当な指導であるなどと軽く捉えていた一方で、受けた

側が深く傷ついており、両者には意識の乖離があります。こうした意識の乖離を埋

める作業が何よりも大切な教育であると考えます（なお、こうした意識の乖離を埋

める教育については、野村武司「学校におけるいじめ対応」精神医学６３巻２号２

０９頁以下などを研究されてみてください）。 

 今回の調査事案は、いじめが発生する端緒や契機となりうる事態が事前に発生し

ていたことから、早い段階から学校内で問題や注意を共有化されるなど、当該生徒

を巡る生徒間の人間関係が慎重に観察されていれば、先生方の対応が異なったもの

になっていたであろうというべき余地があります。 

その上で、児童生徒が適切にＳＯＳを出すことができるよう、具体的な事例をも

とにした授業を行い、また相談しやすい体制を整備して、いじめ発生の端緒となり

うる事態の早期把握やいじめ問題等事案の未然防止に努めていく必要があります。

そのためには各教員がいじめ問題等事案の未然防止についての研修に取り組み、児

童生徒のＳＯＳに敏感になることと学校が組織的に対応できる体制を常に維持して

おくことが大切です。そして、各学校の実態を呉市教育委員会はきちんと把握し、
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適宜指導・監督していくことが重要です。各組織が適切に機能し、児童生徒が安心

して教育を受けられることを希求いたします。 


